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資料３

「健康秋田２１計画」の計画期間の延長

及び改定スケジュール（案）について

１ 国の動向

自治体と保険者で一体的に健康づくり政策を運用するため、医療費適正化計画、医療

計画及び介護保険事業支援計画と次期国民健康づくり運動プラン（以下「次期プラン」

という。）の計画期間を一致させようとする方針の下、国民の健康の増進の総合的な推進

を図るための基本的な方針である「健康日本２１（第二次）」が令和３年８月４日に改正

され、計画期間が１年延長された(※)。

計画期間の延長に伴い、健康増進法の規定に基づく都道府県健康増進計画についても、

「次期プラン」の開始に合わせて計画期間を開始できるよう当該計画の策定作業を進め

る旨、厚生労働省から要請されている（別添通知等参照）。

※(旧)平成２５年度から平成３４年度 → (新)平成２５年度から令和５年度

２ 「健康秋田２１計画」の計画期間の延長と改定について（案）

本県の都道府県健康増進計画である第２期「健康秋田２１計画」については、改正前

の「健康日本２１（第二次）」と合わせた計画期間（平成２５年度から平成３４年度）と

していることから、厚生労働省からの要請に沿って新計画の策定作業を進めることにし

たい。

具体的には、新計画の策定作業を国の「次期プラン」の策定作業を踏まえたものとす

るため、現計画を１年間延長して計画期間を令和５年度までとし、令和５年度中に現計

画の最終評価と新計画の策定作業を進めるものとする。

なお、現計画の計画期間の延長については、厚生労働省の要請どおり計画期間の延長

のみ（当該部分の文言整理程度）に留め、目標の再設定や目標期間の延長等は実施しな

いことにする。

３ 改定スケジュールについて（案）

令和４年度第１回分科会（令和５年１月～２月）

・現計画の計画期間延長に係る改定案の検討

令和４年度第１回健康づくり審議会（令和５年３月）

・第１回分科会での審議内容についての報告・改定案の承認

※現計画の最終評価、及び最終評価の結果を受けた新計画の策定作業は令和５年度に

行う。（令和５年度に新計画を策定し、令和６年度を開始年度とする。）
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４ その他

令和５年度に策定が予定されているその他の関係する計画は以下のとおり。

○秋田県医療保健福祉計画（計画期間：Ｈ３０～Ｒ５年度）

○第３期秋田県医療費適正化計画（計画期間：Ｈ３０～Ｒ５年度）

○第３期秋田県がん対策推進計画（計画期間：Ｈ３０～Ｒ５年度）


